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規 則

　 秋 田 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 四 十 号

　 　 　 秋 田 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 行 政 組 織 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 秋 田 県 規 則 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３　 第 一 項 に 定 め る も の の ほ か 、 観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部 に 国 民 文 化 祭 推 進 局 を 置 く 。

　 第 四 条 の 二 中 「 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 課 」 を 「 、 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 課 及 び 国 民 文 化 祭 推 進 局 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 一 項 秘 書 課 の 項 中 第 六 号 及 び 第 七 号 を 削 り 、 同 条 第 一 項 広 報 広 聴 課 の 項 中 第 十 二 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 七 号

か ら 第 十 一 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 六 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 下

げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

　 　 二　 県 政 の 課 題 に つ い て の 調 査 及 び 情 報 の 提 供 等 に 関 す る こ と 。

　 　 三　 県 政 に 関 す る 情 報 の 提 供 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） に 関 す る こ と 。

　 　 四　 報 道 機 関 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

　 第 六 条 の 二 第 一 項 文 化 振 興 課 の 項 第 一 号 中 「 及 び 調 整 」 を 「 、 調 整 及 び 推 進 」 に 改 め 、 同 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号

を 第 二 号 と し 、 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 同 条 第 一 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 国 民 文 化 祭 推 進 局

　 　 国 民 文 化 祭 の 開 催 に 関 す る こ と 。

　 第 九 条 農 林 政 策 課 の 項 中 第 十 三 号 及 び 第 十 四 号 を 削 り 、 第 十 五 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 六 号 か ら 第 二 十 七 号 ま で を 二

号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 条 農 業 経 済 課 の 項 中 第 十 二 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 九 号 か ら 第 十 一 号 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 八

号 を 第 九 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 　 十　 女 性 農 業 者 及 び 高 齢 農 業 者 の 活 動 促 進 に 関 す る こ と 。

　 　 十 一　 農 山 漁 村 の 生 活 改 善 に 関 す る こ と 。

　 第 九 条 農 業 経 済 課 の 項 第 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 八　 農 林 水 産 物 等 の 生 産 及 び そ の 加 工 又 は 販 売 を 一 体 的 に 行 う 事 業 活 動 の 促 進 に 関 す る こ と 。

　 第 九 条 農 地 整 備 課 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 十 三　 農 業 農 村 整 備 事 業 の 設 計 積 算 に 関 す る こ と 。

　 第 十 二 条 技 術 管 理 課 の 項 第 三 号 中 「 こ と 」 の 下 に 「 （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。

　 第 十 三 条 財 産 活 用 課 の 項 第 十 一 号 を 削 る 。

　 第 十 四 条 中 第 六 十 六 号 を 第 六 十 七 号 と し 、 第 三 十 九 号 か ら 第 六 十 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 三 十 八 号 の 次 に 次

の 一 号 を 加 え る 。

　 三 十 九　 秋 田 県 犯 罪 被 害 者 等 支 援 推 進 会 議　 生 活 環 境 部 県 民 生 活 課

　 第 百 二 十 八 条 の 十 六 及 び 第 百 二 十 八 条 の 十 七 森 林 環 境 部 の 項 中 「 森 林 環 境 部 」 を 「 環 境 経 営 部 」 に 改 め る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 二 項 の 表 第 三 号 中 「 及 び 学 術 国 際 局 」 を 「 、 学 術 国 際 局 及 び 国 民 文 化 祭 推 進 局 」 に 改 め 、 同 表 中 第

二 十 三 号 を 削 り 、 第 二 十 四 号 を 第 二 十 三 号 と し 、 同 条 第 四 項 の 表 中 第 三 号 を 削 り 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号 の 次 に

次 の 一 号 を 加 え る 。
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　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 中 第 七 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 中 第 五 十 九 号 を 第 六 十 一 号 と し 、 第 三 十 五 号 か ら 第 五 十 八 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同

表 第 三 十 四 号 中 「 秘 書 課 」 を 「 広 報 広 聴 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 表 第 三 十 六 号 と し 、 同 表 中 第 三 十 三 号 を 第 三 十 五 号 と

し 、 第 二 十 八 号 か ら 第 三 十 二 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 十 七 号 を 第 二 十 八 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え

る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 中 第 二 十 六 号 を 第 二 十 七 号 と し 、 第 九 号 か ら 第 二 十 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 八 号

の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 の 備 考 二 中 「 国 際 課 」 の 下 に 「 、 国 民 文 化 祭 推 進 局 」 を 加 え 、 同 条 第 六 項 中 「 か ら 第 二 十

三 号 ま で 」 を 「 か ら 第 二 十 二 号 ま で 」 に 、 「 か ら 第 五 十 七 号 ま で 」 を 「 か ら 第 五 十 九 号 ま で 」 に 、 「 同 表 第 五 十 四 号 」

を 「 同 表 第 五 十 六 号 」 に 、 「 第 二 項 の 表 第 二 十 四 号 並 び に 第 四 項 の 表 第 五 十 八 号 及 び 第 五 十 九 号 」 を 「 第 二 項 の 表 第 二

十 三 号 並 び に 第 四 項 の 表 第 六 十 号 及 び 第 六 十 一 号 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 秋 田 県 行 政 文 書 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

２　 秋 田 県 行 政 文 書 管 理 規 則 （ 平 成 十 三 年 秋 田 県 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 二 条 第 二 号 中 「 及 び 課 」 の 下 に 「 、 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 国 民 文 化 祭 推 進 局 」 を 加 え 、 同 条 第 四 号 中 「 少 子 化 対

策 局 」 の 下 に 「 及 び 国 民 文 化 祭 推 進 局 」 を 加 え る 。

　 （ 秋 田 県 庁 舎 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）　

３　 秋 田 県 庁 舎 管 理 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 秋 田 県 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 十 条 の 二 を 削 る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 秋 田 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 四 十 一 号

　 　 　 秋 田 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 財 務 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 を 含 む 。 以 下 」 を 「 及 び 国 民 文 化 祭 推 進 局 副 局 長 を 含 む 。 以 下 本 則 に お い て 」

に 改 め 、 同 項 第 一 号 の 表 � の 項 中 「 一 件 の 金 額 三 、 〇 〇 〇 万 円 以 上 で 増 減 額 が 三 〇 〇 万 円 以 上 」 を 「 増 減 額 が 三 〇 〇 万

円 以 上 で あ る も の に 限 る 。 」 に 、 「 未 満 ） 」 を 「 未 満 で あ る も の を 含 む 。 ） 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 一 号 の 表 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 同 表 ㈥ の 項 中 「 一 件 の 金 額 三 、 〇 〇 〇 万 円 以 上 で 」 を 削 り 、 「 以

上 ） 」 を 「 以 上 で あ る も の に 限 る 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 の 表 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め る 。

二 健 康 医 療 技 監 健 康 福 祉 部 上 司 の 命 を 受 け て 、 知 事 が 指 示 す る 健 康 の 増 進 及

び 医 療 の 充 実 に 関 す る 調 査 、 調 整 等 を つ か さ ど

る 。

六 広 報 監 総 務 部 上 司 の 命 を 受 け て 、 県 政 の 情 報 提 供 等 に 関 す る 特

に 重 要 な 事 項 の 統 括 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

二 十 九 地 域 防 災 監 地 域 振 興 局 上 司 の 命 を 受 け て 、 地 域 振 興 局 管 内 に お け る 危 機

管 理 及 び 防 災 に 関 す る 特 に 重 要 な 事 項 の 企 画 、 調

整 等 を つ か さ ど る 。

九 副 局 長 国 民 文 化 祭 推 進 局 局 長 を 補 佐 し 、 局 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 局 長 が

欠 け た と き は そ の 職 務 を 代 理 す る と と も に 、 上 司

の 命 を 受 け て 、 国 民 文 化 祭 推 進 局 の 事 務 を 掌 理

し 、 所 属 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。
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　 第 六 条 第 三 項 第 二 号 中 「 及 び 学 術 国 際 局 」 を 「 、 学 術 国 際 局 及 び 国 民 文 化 祭 推 進 局 」 に 、 「 又 は 学 術 国 際 局 長 」 を

「 、 学 術 国 際 局 長 又 は 国 民 文 化 祭 推 進 局 長 」 に 、 「 に あ つ て は 、 」 を 「 に あ つ て は 」 に 、 「 次 長 」 を 「 次 長 、 国 民 文 化

祭 推 進 局 に あ つ て は 国 民 文 化 祭 推 進 局 副 局 長 」 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 政 治 団 体 に 係 る 少 額 領 収 書 等 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 又 は 収 支 報 告 書 等 の 写 し を 交 付

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 市 町 村 課 に 属 す る 職 員 の う ち か ら 知 事 が　

　 第 十 三 条 第 三 号 の 表 企 画 振 興 部 の 項 中　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す る 現 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 命 ず る 者　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む 。 ） に 係 る 出 納 局 会 計 課 長 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 事 務

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 政 治 団 体 に 係 る 少 額 領 収 書 等 の 写 し に 係 る 写 し　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 又 は 収 支 報 告 書 等 の 写 し を 交 付 す る と き に 徴 収　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 市 町 村 課 に 属 す る 職 員 の う ち か ら 知 事 が　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す る 現 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関 へ の 払 込 み を 含　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 命 ず る 者　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む 。 ） に 係 る 出 納 局 会 計 課 長 の 職 に あ る 出 納 員　  

写 し に 係 る 写 し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 事 務　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

す る と き に 徴 収
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

へ の 払 込 み を 含
　 　

を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 ）　

職 に あ る 出 納 員
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 事 業 報 告 書 等 の 写 し 又 は 同 条 第 三 項 に 規 定 す る　

　 　 　 　 　 　 　 　

」
　 　 　 地 域 活 力 創 造 課 に 属 す る 職 員 の う ち か ら　 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ 同 条 第 四 項 に 規 定 す　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 知 事 が 命 ず る 者　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 る 仮 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を 含 む 。 ） の 役 員　  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 報 酬 規 程 等 の 写 し を 交 付 す る と き に 徴 収 す る 現　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関 へ の 払 込 み を 含 む 。 ）　  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に 係 る 出 納 局 会 計 課 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

に 改 め る 。

　 第 八 十 五 条 第 二 項 第 十 号 中 「 営 業 車 使 用 料 」 の 下 に 「 及 び 高 速 道 路 利 用 料 」 を 加 え る 。

　 第 三 百 二 十 九 条 の 二 第 二 項 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 三　 住 民 票 の 抄 本 （ 法 人 に あ つ て は 、 登 記 事 項 証 明 書 及 び 定 款 等 ）

　 第 三 百 三 十 条 の 六 第 二 項 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 三　 住 民 票 の 抄 本 （ 法 人 に あ つ て は 、 登 記 事 項 証 明 書 及 び 定 款 等 ）

　 第 三 百 三 十 一 条 第 二 項 第 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 五　 申 込 者 が 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人 に 該 当 す る こ と 又 は 該 当 し な い こ と を 証 す る 書 面

　 別 表 第 二 の 二 第 二 百 六 十 二 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 二 百 六 十 二 の 二　 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 の 認 定 申 請 手 数 料

　 二 百 六 十 二 の 三　 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 の 変 更 認 定 申 請 手 数 料

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

秋 田 県 訓 令 第 一 号

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 庁　 中　 一　 般

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 各 地 方 機 関

　 許 認 可 等 事 務 処 理 日 数 設 定 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 　 　 許 認 可 等 事 務 処 理 日 数 設 定 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 許 認 可 等 事 務 処 理 日 数 設 定 規 程 （ 昭 和 四 十 年 秋 田 県 訓 令 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 二 項 中 「 及 び 課 」 の 下 に 「 、 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 国 民 文 化 祭 推 進 局 」 を 加 え る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

訓 令
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秋 田 県 訓 令 第 二 号　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 庁　 中　 一　 般

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 各 地 方 機 関

　 秋 田 県 公 印 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 　 　 秋 田 県 公 印 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 秋 田 県 公 印 取 扱 規 程 （ 昭 和 五 十 六 年 秋 田 県 訓 令 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「 観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部 国 民 文 化 祭 推 進 局 長

　 別 表 本 庁 の 局 長 印 の 項 中 「 出 納 局 会 計 課 長 」 を　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に 改 め 、 同 表 の 備 考 第 二

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 出 納 局 会 計 課 長　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

号 中 「 及 び 」 を 「 、 観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部 国 民 文 化 祭 推 進 局 及 び 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


